○南陽市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成4年12月24日
規則第23号
南陽市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年規則第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条　この規則は、南陽市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年条例第35号。以下「条例」という。)第18条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画)
第2条　条例第2条の規定による一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)　当該年度一般廃棄物処理基本方針
(2)　処理する一般廃棄物の種類とその発生量
(3)　計画処理区域
(4)　一般廃棄物の区分
(5)　ごみの排出抑制及び再資源化推進計画
(6)　ごみ排出等における市民及び事業者の義務
(7)　当該年度生活排水処理計画
(8)　その他市長が必要と認める事項
(占有者の範囲)
第3条　条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。
(1)　学校、病院、旅館、料理店、映画館、百貨店、市場及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者
(2)　官公署、公社、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者
(多量の一般廃棄物)
第4条　条例第5条の規定により前条の占有者等が排出する多量の一般廃棄物を運搬すべき場所は、次のとおりとする。ただし、特定家庭用機器再商品化法第2条第5項の規定による特定家庭用機器廃棄物については同法第29条第2項に規定する指定引取場所とする。
	区分
	名称
	所在

	し尿及び浄化槽汚泥
	置賜広域行政事務組合南陽クリーンセンター
	南陽市露橋620番地

	上記以外の一般廃棄物
	置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター
	高畠町大字夏茂2933番地

	
	　
	　
	

	
	　
	浅川最終処分場
	米沢市大字浅川1908番地


(一般廃棄物処理業の許可申請)
第5条　条例第6条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
2　条例第6条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3　条例第6条第1項後段又は条例第6条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(許可証)
第6条　条例第7条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第5号)とする。
2　条例第7条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第6号)とする。
(許可証再交付)
第7条　条例第7条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(変更・廃止届出)
第8条　条例第8条第1項の規定により廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請等)
第9条　条例第11条で準用する条例第6条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業許可証)
第10条　条例第11条で準用する条例第7条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(別記様式第10号)とする。
(浄化槽清掃業変更・廃止)
第11条　条例第12条又は第13条の規定により、変更又は廃止したときは、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業許可証再交付)
第12条　条例第11条で準用する条例第7条第3項の規定により許可証の再発行を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第13条　条例第17条に規定する報告は、翌月の5日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(別記様式第13号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(別記様式第14号)を市長に提出することにより行うものとする。
(清掃指導員の証票)
第14条　条例第15条に規定する清掃指導員の証票の様式は、別記様式第15号の通りとする。
附　則
この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成8年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附　則(平成11年3月26日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附　則(平成13年3月28日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定は、平成13年1月6日から適用する。
別記様式第1号
南陽市告示第　　号
平成　　年度南陽市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第2条による一般廃棄物の処理計画は次のとおりとする。
平成　　年　　月　　日
南陽市長　　　　　　　　印
一般廃棄物処理実施計画(　　年度)
(1)　基本事項
	計画処理区域内人口
	人

	　
	①　水洗化・生活排水処理人口
	人

	
	　
	イ、コミユニテイ・プラント
	人

	
	
	ロ、合併処理浄化槽
	人

	
	
	ハ、下水道
	人

	
	
	ニ、農村集落排水施設
	人

	
	②　水洗化・生活排水未処理人口(単独処理浄化槽)
	人

	
	③　非水洗化人口
	人

	廃棄物の種類
	　
	　
	　
	　

	発生量(ｔ／年)
	　
	　
	　
	　

	処理量(ｔ／年)
	　
	　
	　
	　


(2)　排出の抑制方法
	市
	　

	事業者
	　

	住民
	　


　
(3)　収集運搬の方法
	分別収集する廃棄物の種類
	　
	　
	　
	　

	収集主体
	　
	　
	　
	　

	年間収集量(ｔ／年)
	　
	　
	　
	　

	収集回数(回／週又は月)
	　
	　
	　
	　


(4)　中間処理の方法
	中間処理する廃棄物の種類
	　
	　
	　
	　

	中間処理主体及び処理施設名
	　
	　
	　
	　

	中間処理量(ｔ／年)
	　
	　
	　
	　

	中間処理後の残渣等の処理方法
	　
	　
	　
	　


(5)　最終処分の方法
	最終処分する廃棄物の種類
	　
	　
	　
	　

	最終処分主体及び処理施設名
	　
	　
	　
	　

	最終処分量(ｔ／年)
	　
	　
	　
	　


(6)　資源化・有効利用の方法等
	資源化・有効利用する廃棄物の種類
	　
	　
	　
	　

	資源化・有効利用の方法
	　
	　
	　
	　

	資源化・有効利用量(ｔ／年)
	　
	　
	　
	　


廃棄物の種類は、し尿にあつては、生し尿、浄化槽汚泥に区分し、ごみにあつては、可燃物、不燃物、粗大ごみ等の市の区分した種類、事業系一般廃棄物、産業廃棄物に区分して記入すること。
　
一般廃棄物処理基本計画(　　年度～　　年度)
(1)　基本事項
	年度
	年度
	年度
	目標年次(　年度)

	計画処理区域内人口
	　
	　
	人

	　
	①　水洗化・生活排水処理人口
	　
	　
	人

	
	　
	イ、コミユニテイ・プラント
	　
	　
	人

	
	
	ロ、合併処理浄化槽
	　
	　
	人

	
	
	ハ、下水道
	　
	　
	人

	
	
	ニ、農村集落排水施設
	　
	　
	人

	
	②　水洗化・生活排水未処理人口(単独処理浄化槽)
	　
	　
	人

	
	③　非水洗化人口
	　
	　
	人

	廃棄物の種類
	　
	　
	　

	発生量(ｔ／年)
	　
	　
	　

	処理量(ｔ／年)
	　
	　
	　


(2)　排出抑制計画
	1)　排出抑制計画に関する目標(基本方針等)
	　

	2)　排出抑制の方法及び量
	　


(3)　収集・運搬計画
	1)　収集・運搬計画に関する目標(基本方針等)
	　

	2)　収集区域の範囲
	　

	3)　収集・運搬の方法及び量
	　


　
(4)　中間処理計画
	1)　中間処理に関する目標(基本方針等)
	　

	2)　中間処理の方法及び量(中間処理物の排出量を含む)
	　

	3)　処理施設及びその整備計画の概要(敷地面積、処理能力等)
	　


(5)　最終処分計画
	1)　最終処分に関する目標(基本方針等)
	　

	2)　最終処分の方法及び量
	　

	3)　最終処分場及びその整備計画の概要(埋立面積、埋立容量等)
	　


(6)　資源化・有効利用の方法
	1)　資源化・有効利用に関する目標(基本方針等)
	　

	2)　資源化・有効利用の方法及び量
	　

	3)　関連施設及びその整備計画の概要
	　


廃棄物の種類は、し尿にあつては、生し尿、浄化槽汚泥に区分し、ごみにあつては、可燃物、不燃物、粗大ごみ等の市の区分した種類、事業系一般廃棄物、産業廃棄物に区分して記入すること。
様式第2号
	一般廃棄物収集運搬業許可申請書
年　　月　　日
南陽市長　　　　殿
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　印
(法人にあつては名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　　　　　　　　　　
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。

	事業の範囲(廃棄物の種類)
	　　

	事務所及び事業場の所在地
　
　
	事務所
電話番号　　　　　
事業場
電話番号　　　　　

	事業の用に供する施設の種類及び数量
　
　
	　　

	積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所の面積及び保管できる量
	　　

	※事務処理欄
　
　
	　　


　
　
	既に処理業の許可(他市町村の一般廃棄物及び産業廃棄物並びに特別管理産業廃棄物の許可を含む。)を有している場合にあつてはその許可番号
	都道府県・市名
	許可番号

	
	　
	　

	
	　
	　

	
	　
	　

	
	　
	　

	添付書類及び図面
	1　事業計画の概要を記載した書類
2　事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
3　前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権原を有すること)を証する書類
4　申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
5　申請者が個人である場合には、その住民票の写し
6　申請者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
7　的確に行うに足りる知識及び技能を有する書類
8　的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を証する書類
9　従事者名簿
注)許可の更新を申請する場合は、上記の書類及び図面のうち2、3、4、5は、その内容に変更がない限り、添付を要しない。

	備考
1　※の欄は記入しないこと。

	※手数料欄


様式第3号
	一般廃棄物処分業許可申請書
年　　月　　日
南陽市長　　　　殿
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　印
(法人にあつては名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　　　　　　　　　　
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第4項の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて、申請します。

	事業の範囲
	事業の区分
	　　

	
	一般廃棄物の種類
	　　

	事務所及び事業場の所在地
　
　
	事務所
電話番号　　　　　

	
	事業場
電話番号　　　　　

	事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(最終処分場の場合は埋立地の面積及び埋立容量)

　
	　　

	事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
　
　
	　　

	※事務処理欄
	　　


　
	既に処理業の許可(他市町村の一般廃棄物及び産業廃棄物並びに特別管理産業廃棄物の許可を含む。)を有している場合にあつてはその許可番号
	都道府県・市名
	許可番号

	
	　
	　

	
	　
	　

	
	　
	　

	
	　
	　

	添付書類及び図面
	1　事業計画の概要を記載した書類
2　事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

3　申請者が、2に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
4　申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
5　申請者が個人である場合には、その住民票の写し
6　申請者が法第7条第3項第4号イからチに該当しない旨を記載した書類
7　一般廃棄物の処分(埋立処分又は海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
8　的確に行うに足りる知識及び技能を有する書類
9　的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を証する書類
10　従事者名簿
注)許可の更新を申請する場合は、上記の書類及び図面のうち2、3、4、5は、その内容に変更がない限り、添付を要しない。

	備考
1　※の欄は記入しないこと。

	※手数料欄


　
(裏面)
	添付書類及び図面
	1　一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、下記の書類及び図面を添付する。
(1)　変更後の事業計画の概要を記載した書類
(2)　変更に係る事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
(3)　申請者が(2)に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4)　申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5)　申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6)　申請者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
(7)　的確に行うに足りる知識及び技能を有する書類
(8)　的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を証する書類
(9)　従事者名簿
　
　
2　一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請の場合には、下記の書類及び図面を添付する。
(1)　変更後の事業計画の概要を記載した書類
(2)　変更に係る事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

(3)　申請者が(2)に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(4)　申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5)　申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6)　申請者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
(7)　一般廃棄物の処分(埋立処分又は海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(8)　的確に行うに足りる知識及び技能を有する書類
(9)　的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を証する書類
(10)　従事者名簿


　
　
	添付書類及び図面
	注)一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合は、上記の書類及び図面のうち(2)、(3)、(4)及び(5)は、その内容に変更がない限り、添付を要しない。
注)一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合は、上記の書類及び図面のうち(2)、(3)、(4)及び(5)は、その内容に変更がない限り、添付を要しない。

	　
備考
1　※の欄は記入しないこと。

	　
※手数料欄


様式第4号
(表面)
	一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
年　　月　　日
南陽市長　　　　殿
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　印
(法人にあつては名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　　　　　　　　　　
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の1第1項の規定により、

	一般廃棄物収集運搬業
一般廃棄物処分業
	の事業の範囲の変更の許可を受けたいので、関係書類及び図面を

	添えて、次のとおり申請します。

	許可の年月日及び許可番号
	年　　月　　日　　　　　　　第　　　　号

	収集運搬業、処分業の区分
	　　

	一般廃棄物の種類
	　　

	変更の内容
	　　

	変更理由
	　　

	変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量)
	　　

	変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
	　　

	※事務処理欄
	　　


様式第5号
	許可番号
　
一般廃棄物収集運搬業許可証

	住所
　
氏名
	　
1　事業の範囲
　
　
　
　
　
2　許可の条件
　
　
　
　
　
3　許可の更新、変更の状況
　
　
　
　
　

	法人にあつては名称及び代表者の氏名
	

	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
	第7条第1項
第7条の2第1項
	の許可
	

	を受けた者であることを証する
　
　
南陽市長　　　　　　　　　　印
　
許可の年月日　　　　　　　年　　月　　日
許可の有効期限　　　　　　　年　　月　　日
　
	


様式第6号
	許可番号
　
一般廃棄物処分業許可証

	住所
　
氏名
	　
1　事業の範囲
　
事業の区分
　
　
一般廃棄物の種類
　
　
　
　
2　許可の条件
　
　
　
3　許可の更新、変更の状況
　
　
　

	法人にあつては名称及び代表者の氏名
	

	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
	第7条第4項
第7条の2第1項
	の許可
	

	を受けた者であることを証する
　
　
南陽市長　　　　　　　　　　印
　
許可の年月日　　　　　　　年　　月　　日
許可の有効期限　　　　　　　年　　月　　日
　
	


様式第7号
　
一般廃棄物処理業許可証再交付申請書
　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　印
(法人にあつては名称及び代表者の氏名)
郵便番号　　　　電話　　　　　　　
　
一般廃棄物処理業の許可証を紛失(き損)したので、南陽市条例第6条第3項の規定により、再交付を受けたく申請します。
　
	許可年月日
	年　　月　　日
	許可番号
	第　　　　　　　号

	事業の範囲
	　　

	再交付申請の理由
	　　


　
添付書類：き損による場合にあつては、許可証
様式第8号
	一般廃棄物処理業
	廃止
変更
	届出書


　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
届出者　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　
(法人にあつては名称及び代表者の氏名)
電話番号　　　　　　　　　　　　　
　
　　年　　月　　日付け第　　号で許可を受けた一般廃棄物処理業に係る以下の事項について廃止(変更)したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項の規定により届け出ます。
　
	廃止した事業の内容及び廃止年月日
	　　

	変更した事項の内容
	新
	旧

	
	　　
	　　

	廃止・変更の理由
	　　


様式第9号
浄化槽清掃業許可申請書
年　　月　　日
南陽市長　　　　殿
申請者　住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　印
次のとおり申請します。
	氏名又は名称
	　　

	住所
	　　
ＴＥＬ　　　　　　　　　

	代表者の氏名
	生年月日　　年　　月　　日

	本籍
(法人にあつては代表者の本籍)
	　　

	営業所の所在地
	　　
ＴＥＬ　　　　　　　　　

	従事者の数
	男　　人　・　女　　人　・　計　　人

	事業の用に供する施設・器材の種類及び数量
	　　


添付書類
1　個人の場合は住民票の写し、法人の場合は定款の写し及び登記簿謄本
2　事業計画書
3　従事者名簿
4　申請者(法人の場合は、役員を含む。)が、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
5　申請者(従事者を含む。)が浄化槽法施行規則第11条第4号に該当する旨を記載した書類
様式第10号
指令　第　　　　号
浄化槽清掃業許可証
　　年　　月　　日に申請のあつたみだしの業について、浄化槽法第35条の規定に基づき、次のとおり許可する。
　　年　　月　　日
南陽市長　　　　　　　　　　印
　
	氏名又は名称
	　

	住所
	　

	代表者の氏名
	　

	営業所の所在地
	　

	許可期間
	　　　　年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで


　
許可条件
1　許可業者は、浄化槽の清掃を行うときは、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第3条に定める技術上の基準により行うとともに、これを省令第11条第4号に規定する浄化槽の清掃に関する専門的知識、技術及び相当の経験を有している者に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は許可業者が自ら行い、若しくは監督すること。
2　浄化槽の清掃に係る施設及び器材は、省令第11条第1号から第3号に定める許可の技術上の基準に常に適合させるとともに、毎日作業終了後洗浄するなどして、他に迷惑を及ぼさないようにすること。
3　許可業者は、市長が定める生活排水及び廃棄物の処理に関する規則及び指導要綱等を遵守すること。
4　許可業者は、許可に係る権利を他に譲渡し、又は他に代行させないこと。
5　本条件に定めるもののほか、関係法令等に違反する行為があつた場合は、許可の取り消し、又は業務の停止を命ずることがある。
様式第11号
	浄化槽清掃業
	廃止
変更
	届出書


　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
届出者　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　
(法人にあつては名称及び代表者の氏名)
電話番号　　　　　　　　　　　　　
　
　　年　　月　　日付け第　　号で許可を受けた浄化槽清掃業に係る以下の事項について廃止(変更)したので、浄化槽法第37条(第38条)の規定により届け出ます。
　
	廃止した事業の内容及び廃止年月日
	　　

	変更した事項の内容
	新
	旧

	
	　　
	　　

	廃止・変更の理由
	　　


様式第12号
　
浄化槽清掃業許可証再交付申請書
　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　印
(法人にあつては名称及び代表者の氏名)
郵便番号　　　　電話　　　　　　
　
浄化槽清掃業の許可証を紛失(き損)したので、南陽市条例第7条の規定により、再交付を受けたく申請します。
　
	許可年月日
	年　　月　　日
	許可番号
	第　　　　　　　号

	事業の範囲等
	　　

	再交付申請の理由
	　　


　
添付書類：き損による場合にあつては、許可証
様式第13号
一般廃棄物処理業務実績報告書
　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　印
(法人にあつては名称及び代表者の氏名)
郵便番号　　　　電話　　　　　　　
　
　　　　年　　月分の業務実績を次のとおり報告します。
	契約者数　　　　件
	稼働延台数　　　　　　　　台
	車両保有台数　　　　　　　台

	廃棄物の種類
	収集量
	処分量
	　　

	
	
	置広の施設
	その他の施設
	備考

	
	
	焼却
	埋立
	その他
	焼却
	埋立
	その他
	　　

	一般廃棄物
	可燃
	㎏
	㎏
	㎏
	㎏
	㎏
	㎏
	㎏
	　　

	
	不燃
	㎏
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　　

	
	　
	㎏
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　　

	
	　
	㎏
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　　

	し尿
	生し尿
	㎏
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　　

	
	浄化槽汚泥
	㎏
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　　


様式第14号
　
浄化槽清掃業務実績報告書
　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
住所　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　印
	　
	法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名


　
　　年　　月分の業務実績を次のとおり報告します。
	区分
	清掃件数
	汚でい量

	20人槽以下
	件
	kl

	21人～300人槽
	件
	kl

	301人～500人槽
	件
	kl

	501人槽以上
	件
	kl

	計
	件
	kl


様式第15号
表
	第　　号
　
平成　　年　　月　　日交付
　
	　
	　

	　
	写真
　
	清掃指導員証
　
所属　　　　　　　　　　　　
職名　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　
	
	

	
	
	
	6㎝

	
	
	
	　
	　

	年　月　日生
南陽市長　　　　　　　　　　印
　
有効期間　　交付の日から1年とする。
	
	

	　
	9㎝
	　
	　

	　
	
	　
	


　
　
裏
	この証を携帯する者は南陽市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)に規定する清掃指導員でありその関係条文は次のとおりである。
(条例抜すい)

第15条　廃棄物の減量化・資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるために、清掃指導員を置く。
2　指導員は市職員の中から市長が命ずる。
3　清掃指導員は常にその身分を示す証票を携帯し、その提出を求められたときはこれを提示しなければならない。


